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報道関係者 各位

平成21年 11月 25日

厚生労働省健康局結核感染症課

照会先 :中 嶋、江浪

(電 話)090-7809-4661
※厚生労働省において一般の方からの電話相談窓口を

開設しております。(10:00～ 18:00)

03-3501-9031

新型インフルエンザ患者の死亡について

11月 25日 、東京都より、新型インフルエンザ患者の死亡について、別添の通り情報提

供がございましたので、お知らせいたします。

なお、患者の個人情報については、特段のご配慮をお願いいたします。



平成 21年 11月 25日

東京都感染症対策本部

福 祉 保 健 局

新型インフルエンザに関する東京都の対応等について(第251報 )

(死亡例からの新型インフルエンザ確定について)

平成 21年 11月 25日 、都内で死亡した患者から、新型インフルエンザが検出され

ましたので、当該事例の概要等につき、以下のとおりお知らせします。

1.患者概要

患者は、都内在住の51歳男性。基礎疾患に肝硬変がある。

2″ 病気の経過

平成21年 11月 18日

11月 20日

11月 21日

咳そう出乳

発熱が出乳

呼吸困難が出現したため都内医療機関を受診 し、胸部レン

トゲン写真上、両肺の肺炎を認めたため、都内の局りの

医療機関を紹介され、緊急入院となつた。入院時、体

温 38.6℃、インフルエンザ迅速キット陰性で、抗生物

質、酸索の投与が開始された。

40.0℃の発熱と呼吸困難が悪化のため、気管内挿管された

が、呼吸状態の改善を認めず、午前 3時 54分、肺炎に

よる死亡が確認 された。インフルエンザの迅速キット

を再検し、A陽性を認めた。

遺伝子検査の結果、新型インフルエンザと確定した。

11月 22日

11月 25日

なお、報道に際してはお亡<な りになつた方及びご家族のプライバシーに十分配慮

していただくょぅぉ願いいたします。    `
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資 料 提 供
【説   明】
平成21年 11月 25日

保健福祉部

平成21年‖月24日 (火)深夜、県内において、新型インフルエンザに感染した患者の死亡(県

13例目)が確認されましたのFお知らせします。
お亡くなりになつた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

なお、報道に際しましては、お亡くなりになつた方及びご遺族のプライバシーに十分相 慮をし

経過
11月 21日 (土 )午前9時

いただくとともに、医療機関への直接のお問い合わせは控えていただくようお願いいたします.

患者概要
本県在住の8歳女児
基礎疾患 無し

鱗 麟 胃3雰予裏与
11月 22日 (日 )午前3時   意識障害が発現

午前9時   県内の別の医療機関のICUに入院、人工呼吸器装着

1当浮腫(インフルエンザ1菌症)の疑い

11月 24日 (火)午後3時45分 PCR検査の結果、新型インフルエンザが確定

午後11時40分 死亡確認

死因
インフルエンザ脳症及び多臓器不全のため死亡

厚生労働省によると、新型インフルエンザによつて、インフルエンザ脳症を発症することがあり

す.インフルエンザ脳症の早期の症状として、以下の点にご注意いただき、これらの症状がみ

られた場合には、早めに医療機関を受診してください。

ンフルエンザ様症状 (発熱等)に加え、

呼びかけに答えないなど意識レベルの低下が見られる

痙摯重積 *及び痙摯後の意識障害が特続する

意味不明の言動が見られる。                  ・

*痙尊重積
座攣発作が30分以上持続した状態や痙摯発作を繰り返し30分以上意識が完全回復口しい状

|た、強い解熱剤(例 :ボルタレン、ポンタールおよびこれらと同様の成分の入つているもの)は、

ンフルエンザ脳症の予後を悪化させるので、解熱剤を用いる場合には、必ずかかりつけの医

に相談してください。

長轟Ll (感染籠 量型インスを手ガ 対

氏
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11月 25日 、鹿児島県より、新型インフルエンザ患者の死亡について、別添の通り情報
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平 成 21年 11月 25日 発 表 資 料

発 表 事 項 新型インフルエンザ患者の死亡について

担 当 課

健康増進課長 西 宣行
内線  2711
直通 286-27 1

概 要

平成 21年 11月 25日 ,新型インフルエンザ感染患者の死亡が確認 されま

した。亡くなられた患者様のご冥福をお祈 りします。

なお に関 して お亡くえ こなつた のプライバシーに

内 容

1 患者概要
・大隅地域振興局管内在住, 30代 ,女性

・看護師
・季節性インフルエンザ,新型インフルエンザともにワクチンを接種済み

2 基礎疾患
・脳動脈瘤 (H18年診断)

・甲状腺機能低下症 (H18年診断)

3 新型インフルエンザの感染源・感染経路

不明

4 直接の死因

インフルエンザ脳症

5 経過
11月 21日  高熱,咳があり近医受診

迅速診断A型 「陽性」,タ ミフルを処方される

22日 症状が悪化 し,入院

心肺停止状態により,気管支挿管を実施。人工呼吸器で管理

23日  人工呼吸器で管理中 (厳 しい状態が継続)

24日  PCR検査を実施

新型インフルエンザ陽性を確認

25日  死亡の連絡を受理 (4時頃)

6 その他

現在,患者家族 (夫,幼児,母)及び職場の接触者にインフルエンザ様症

状を呈する者はいない。


